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第 1 章 総 則  

第 1 条（名称） 
本会は、「アフガニスタン 山の学校支援の会」

と称する。通称を「山の学校の会」とする（以

下、「本会」という）。 

第 2 章 目的及び活動 

第 2 条（目的） 
本会は、写真家･長倉洋海の呼びかけにより設立

され、長倉洋海が 20 余年にわたるアフガニスタ

ンでの活動を通して関わりを深めたポーランデ

地区を中心に教育支援を行うことを目的とする。 
第 3 条（活動） 

本会は、ポーランデ地区の子どもたちが安心し

て学習を続けられる条件整備および環境づくり

を主たる目的として、2004 年 2 月 8 日に設立さ

れ、2017 年 4 月より第 2 期の活動を開始。関係

諸団体と協力して以下の活動を行う。 
1. ポーランデ地区の小中学校への教材･教

具および図書の支援 
2. 同上 施設・設備拡充の支援 
3. 同上 小中学校教員の給与支援 
4. 上記支援を円滑に行うための一連の活動

およびアフガニスタン全地域において必

要とされる教育支援 
5. アフガニスタン理解の一助とするための

国内活動（現地報告会＆総会の開催、会

報「ばあ～る」の発行、理解促進のため

のイベントの開催、オリジナルグッズの

制作・販売） 
6. その他必要な活動 

第 3 章 会 員 

第 4 条（会員･入会資格） 
本会は、目的に賛同し、所定の会費を納めた者

を会員とする。 
第 5 条（会費） 

本会の会員は、年会費として１口 5,000 円を納

入する。 
第 6 条（会員資格の喪失） 

会員は、次の各号の 1 つに該当する場合には、

その資格を喪失する。 
1. 退会届を提出したとき 
2. 会費を滞納したとき 

第 4 章 役 員 

第 7 条（役員） 
本会は長倉洋海を代表とし、以下の役員は運営

委員会において運営委員の中から選出される。 
・ 代 表  長倉洋海 
・ 会 計  1 名 
・ 監 査  1 名 

第 8 条（役員の職務） 
・ 代表は本会の会務を総括し、会務全体の企

画･運営･実施にあたる。 
・ 会計は本会の会計事務を担当するとともに、

会務全般の企画･運営･実施を補助する。 
・ 監査は本会の会計を監査する。 

第 9 条（役員の任期） 
・ 役員の任期を 2 年とする。但し再任を妨げな

い。 
・ 欠員のため新たに就任した役員の任期は、そ

れぞれの前任者又は現任者の任期の残存期

間とする。 
・ 役員は、任期満了後においても後任者が就任

するまでは、その職務を行なわなければなら

ない。 
第 10 条（解任） 

役員が次の各号の 1 つに該当するに至った時は、

運営委員会の議決により、これを解任すること

ができる。この場合、その役員に対し、議決す

る前に弁明の機会を与えなければならない。 
1. 心身の故障のため、職務の遂行に耐えら

れないと認められるとき 
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふ

さわしくない行為があったとき 

第 5 章 事務局 

第 11 条（事務局） 
本会の活動を円滑に進めるために、事務局を設

置し、以下の住所に置く。 
東京都小平市小川町 1-1071-15  比留川 気付 

第 12 条（構成） 
本会の事務局員は、運営委員が兼任する。 

第 13 条（職務） 
事務局は会員の協力のもとに以下の活動を行う。 

1. 事業計画案および予算案の作成 
2. 決算報告の作成 
3. 会員の入退会の確認 
4. 会報の発行 
5. 総会の運営 
6. その他必要とされる実務 

第 6 章 会 議 

第 14 条（種別） 
本会の会議は、総会、運営委員会、及び役員会

とする。 
第 15 条（総会） 

・ 総会は会員をもって構成する。 
・ 総会は、代表が招集して開催する。 
・ 総会は、運営委員会での協議事項の報告及び

会員間の交流と学習の場として機能する。会

員は、本会の運営･活動に関する意見･要望を

表明することができる。 
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第 16 条（運営委員会） 
・ 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

運営委員は、本会の会員の中から代表によっ

て委託された者が務める。 

・ 運営委員会は、代表が必要と認めたときに、

代表が招集して開催することができる。 
・ 運営委員会は、次の事項を議決する。 

1. 事業計画 
2. 予算案 
3. 決算 
4. 役員の選任又は解任 
5. その他本会の運営に関する事項 

・ 運営委員会の議決は、出席者の過半数をもっ

て決する。可否同数の時は、代表の決すると

ころによる。 
第 17 条（役員会） 

役員会は、役員をもって構成する。 
役員会は、必要に応じて代表が招集･開催するこ

とができる。 

第 7 章 経 費 

第 18 条（運営資金） 
本会が、第 4 条に掲げる活動を推進するための

運営資金は、次に挙げるものをもって支弁する。 
1. 会費  
2. 寄付金品  
3. その他の事業収入 

第 19 条（決算） 
・ 本会の収支決算書類は、毎事業年度終了後、

速やかに事務局が作成し、運営委員会の承認

を経て、総会において報告しなければならな

い。 
・ 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に

繰り越すものとする。 
第 20 条（会計年度） 

本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日

までとする。 

第 8 章 規約の変更 

第 21 条（規約の改正） 
この規約は、必要に応じて変更することができ

る。但し、運営委員会において議決し、総会に

おいて報告する。 
第 22 条（設立年月日） 

2004 年 2 月 8 日 
 
 

附則 
本（第２期）規約は 2018 年 9 月 9 日の総会を

経て施行する。 
  
＜2018.4.29 原案制定＞ 

＜2025.10.12 改正・改訂＞ 下線表記 
 ・2021.8.15 以降のアフガニスタン国内情勢の

変化を受け、教育支援対象範囲をポーランデ

地区限定からアフガニスタン全地域に拡大 
・上記変更に基づき 2021 年度末繰越金は全額 

ポーランデ地区復興に充て、改訂規約での活 
動には 2022 年度以降入金の会費を充当 

・国内活動内容の記載 


